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新 規 

２款－１項－１目（一般管理費） 

国際交流員招致事業 
平成３０年度事業費 

８，９５２千円 

外国人が訪れやすい・住みやすいまちを目指し、 

           市民の国際交流を進めます。 

 一般財団法人自治体国際化協会の外国

青年招致事業（ＪＥＴプログラム）を活

用し、英語圏から１名、ポルトガル語圏

から１名の国際交流員を招致します。 

 ２０１９年開催のラグビーワールドカ

ップ、２０２０年開催のオリンピック・

パラリンピックにより増加が見込まれる

外国人旅行客を本市へ誘客するため、国

際交流員を活用します。 

 また、市内には約７００人の外国籍住民が暮らしています。中でもブラジル国籍の

方が多く、ポルトガル語の相談が増加しているため、毎日相談に対応できる体制を整

備します。 

 

主な経費 

報酬等 ７，７４８千円 

旅費 ２００千円 

負担金 ６２８千円 

その他事務経費 ３７６千円 

財源 

国際交流基金繰入金 ８，９５２千円 

 

 

担当課：企画部 企画政策課 アライアンス会議準備室 

電 話：０５３６－２３－７６９６ 

メールアドレス：newcastle@city.shinshiro.lg.jp 
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新 規 

２款－１項－１目（一般管理費） 

ニューキャッスル会議開催事業 
平成３０年度事業費 

３０，０００千円 

第１１回ニューキャッスル会議を開催します。 

１９９８年（平成１０年）に本市の呼びかけにより第１回世界新城サミットが開催

されて以降、２年に１度ニューキャッスルの各都市で開催されてきた会議が、今年で

２０周年を迎えます。今回は、本市が会場となり、「世界大交流時代における世界新

城アライアンス」をテーマに、観光交流はもとより経済交流、教育や人材交流につい

て議論を進め、ニューキャッスル都市間の一層の交流促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニューキャッスル会議開催国

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な経費 

ニューキャッスル会議開催委託料 ３０，０００千円 

財源 

国際交流基金繰入金 ３０，０００千円 

 

 

担当課：企画部 企画政策課 アライアンス会議準備室 

電 話：０５３６－２３－７６９６ 

メールアドレス：newcastle@city.shinshiro.lg.jp 

  １９９８年 日本   ２０１０年 南アフリカ 

 ２０００年 スイス  ２０１２年 イギリス 

 ２００２年 アメリカ  ２０１４年 チェコ 

 ２００４年 南アフリカ  ２０１６年 カナダ 

 ２００６年 イギリス  ２０１８年 日本 

 ２００８年 ドイツ   ２０２０年 スイス(予定) 
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継 続 

２款－１項－１目（一般管理費） 

庁舎建設事業 
平成３０年度事業費 

６５０，２６３千円 

「『市民 まち 未来』が見える新城型庁舎」が完成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な経費 

工事監理業務委託料（H２８～H３０継続費 ３０年度分） １，４０３千円 

庁舎移転管理支援業務委託料（H２９～H３０債務負担行為） ５，２２８千円 

庁舎備品移設業務委託料（H２９～H３０債務負担行為） ２０，０００千円 

新庁舎本体工事（H２８～H３０継続費 ３０年度分） １５０，０００千円 

新庁舎付帯工事（H２８～H３０継続費 ３０年度分） １２，９６１千円 

新庁舎関連工事（H２９～H３０継続費 ３０年度分） ４５，４７０千円 

旧庁舎解体工事 ７４，２００千円 

駐車場整備工事 １０８，６７３千円 

備品購入費（H２９～H３０債務負担行為） ２３１，３９３千円 

その他事務経費 ９３５千円 

財源 

庁舎等建設基金繰入金 ３１９，９６３千円 

市債 ３３０，３００千円 

 

 

担当課：総務部 契約検査課 

電 話：０５３６－２３－７６１４ 

メールアドレス：keiyakukensa@city.shinshiro.lg.jp 

新庁舎基本構想に掲げる基本理念、

基本方針を具現化するための建設工事

を昨年度に引き続き実施し、まちづく

りと防災の拠点となる新庁舎を整備し

ます。 

新庁舎は年度当初に完成し、続いて

旧本庁舎の解体工事、解体後跡地の駐

車場整備工事を行います。 

なお、新庁舎での業務は、５月７日

から開始する予定です。 
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継 続  

２款－１項－９目（企画費） 

総合計画策定事業 
平成３０年度事業費 

５，７７０千円 

第２次新城市総合計画を策定します。 

総合計画は、総合的かつ計画的な行政運

営を図るため、まちづくりの目標である将

来像を掲げ、これを実現するための諸施策

を明らかにするものです。 

第２次総合計画を策定するため、昨年度

は、総合計画審議会、市民満足度調査、ま

ちづくり市民検討会等を行ってきました。

これらを踏まえ、平成３０年度は、新たな

基本構想とそれに基づく行政運営計画を

策定します。 

 

主な経費 

報酬 ６００千円 

旅費 ８９千円 

広報デザイン業務等委託料 ５，０８１千円 

財源 

市税等で負担する額 ５，７７０千円 

 

 

担当課：企画部 企画政策課 

電 話：０５３６－２３－７６２１ 

メールアドレス：kikaku@city.shinshiro.lg.jp 
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新 規 

２款－１項－９目（企画費） 

鳳来総合支所周辺総合開発計画策定事業 
平成３０年度事業費 

４，５１１千円 

鳳来総合支所周辺の総合開発計画を策定します。 

鳳来総合支所を鳳来地区の中心核となる

施設と位置付け、老朽化した鳳来総合支所、

開発センター、旧庁舎等の周辺施設を含め

た再整備を図るため、市民の方などが参加

する策定委員会を設置し、総合開発計画を

策定します。 

 

 

 

 

主な経費 

報酬 １，０５０千円 

旅費 ７９千円 

役務費 ３５８千円 

計画策定支援業務委託料 ３，０２４千円 

財源 

市税等で負担する額 ４，５１１千円 

 

 

担当課：鳳来総合支所 地域課 

電 話：０５３６－３２－０５１２ 

メールアドレス：hri-tiiki@city.shinshiro.lg.jp 
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継 続 

２款－１項－１６目（地域自治区費） 

地域自治区事業 
平成３０年度事業費 

１２７，６８３千円 

地域自治区制度を円滑に運用します。 

地域自治区にお住まいの方々の声を市の事

業に反映させる仕組みである「地域自治区予

算事業」、地域の課題解決や活性化のために

市民が主体的に取り組む活動を支援する「地

域活動交付金事業」等を有効活用し、地域自

治区制度を円滑に運用します。 

 

 

 

主な経費 

地域自治区予算 ６９，８０７千円 

地域活動交付金 ３０，０００千円 

報酬 ２５，７３４千円 

費用弁償 １，７２１千円 

その他事務経費 ４２１千円 

財源 

みんなのまちづくり基金繰入金 ３０，０００千円 

市税等で負担する額 ９７，６８３千円 

 

 

担当課：企画部 自治振興課 

電 話：０５３６－２３－７６９３ 

メールアドレス：jichi-shinko@city.shinshiro.lg.jp 
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継 続 

２款－１項－１７目（地域活性化事業費） 

高速バス運行事業 
平成３０年度事業費 

３７，９８２千円 

新東名高速道路を活用して新城～名古屋を結ぶ路線を運行します。 

 新城インターチェンジが設置されたこ

とを活かし、新城～名古屋を結ぶ高速バ

ス路線を運行します。 

自然豊かな新城市に住みながら、名古

屋方面への通勤・通学が可能となる環境

を整えるとともに、交通アクセス向上に

よる観光客の増加を図ります。 

 

 

 

 

主な経費 

運行委託料 ３７，４３９千円 

その他事務経費 ５４３千円 

財源 

地方創生推進交付金 ２６４千円 

みんなのまちづくり基金繰入金 １８，８５９千円 

市税等で負担する額 １８，８５９千円 

 

 

担当課：総務部 行政課 

電 話：０５３６－２３－７６１１ 

メールアドレス：gyousei@city.shinshiro.lg.jp 
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継 続 

２款－１項－１７目（地域活性化事業費） 

若者が活躍できるまち実現事業 
平成３０年度事業 

２２，０７１千円 

「若者が活躍できるまち」を目指します。 

 平成２７年４月から若者が活躍できる

まちを目指す若者条例・若者議会条例が

スタートしました。 

若者総合政策を中心に若者議会で議論

した政策を推進し、教育、就労、定住、

家庭、スポーツ、文化、そして市民参加

等、若者をとりまく問題を市民全体で考

え、話し合うとともに、若者の力を活か

すまちづくりを進めます。 

○ 若 者 議 会 
 
若者委員２０名で、「若者が活躍できる

まち」「世代のリレーができるまち」を真

剣に議論し、まちづくり政策を提案します。 

若者議会提案事業 

・若者議会ＰＲ事業 

・ふるさと納税リニューアル事業 

・若者アウトドア観光事業 

・図書館リノベーション事業 

・ハッピーコミュニティ応援事業 

・いきいき健康づくり事業 

・地域と関わる若者防災事業 

・地域でおしゃべり事業 

・教育ブランディング事業 

・若者消防団員加入促進事業 

○ 若 者 総 合 政 策 
 
２５歳成人式、ＩＴチャレンジ講習、

若者チャレンジ補助金、合宿補助金等、

若者が活躍できるまちを実現するための

政策です。 

 

主な経費 

若者議会開催経費 

 

１１，２２８千円 

若者総合政策関連経費 １０，８４３千円 

財源 

地方創生推進交付金 １１，０３５千円 

みんなのまちづくり基金繰入金 ５，５１８千円 

市税等で負担する額 ５，５１８千円 

 

担当課：企画部 まちづくり推進課 

電 話：０５３６－２３－７６９２ 

メールアドレス：machizukuri@city.shinshiro.lg.jp 
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継 続 

２款－１項－１７目（地域活性化事業費） 

地域プランニング事業 
平成３０年度事業費 

１，６２８千円 

地域計画策定を通じて将来を見据えた地域づくりを行います。 

地域の実情に応じた“まちづくり”を効率

的・効果的に行っていくため、若者の視点や

かかわりを活かしながら、住民主体の地域計

画づくりを支援します。 

併せて、情報共有を図るために積極的な発

信を行い、地域自治区制度等をＰＲします。 

 

 

 

 

主な経費 

報酬 ２４０千円 

報償費 ７５０千円 

費用弁償 １８２千円 

先進地視察バス運行業務委託料 ３３４千円 

その他事務経費 １２２千円 

財源 

地方創生推進交付金 ８１２千円 

みんなのまちづくり基金繰入金 ４０８千円 

市税等で負担する額 ４０８千円 

 

 

担当課：企画部 自治振興課 

電 話：０５３６－２３－７６９３ 

メールアドレス：jichi-shinko@city.shinshiro.lg.jp 
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継 続 

２款－１項－１７目（地域活性化事業費） 

地域産業総合振興施策推進事業 
平成３０年度事業費 

１，０７８千円 

地域産業の創造と発展のための地域産業政策を進めます。 

平成２７年１２月に新城市地域産業総合

振興条例を制定し、この条例に規定された

産業自治振興協議会（市の附属機関）を継

続開催します。また、市民、事業者等の意

見を反映しながら、（仮称）「産業自治推

進計画」を策定し、地域産業の発展につな

がる施策を展開していきます。 

 

主な経費 

報酬 ４２０千円 

報償費 ３千円 

地域産業振興施策委託料 ４９８千円 

その他事務経費 １５７千円 

財源 

みんなのまちづくり基金繰入金 ５３９千円 

市税等で負担する額 ５３９千円 

 

 

担当課：産業振興部 商工政策課 

電 話：０５３６－２３－７６３４ 

メールアドレス：shoukou@city.shinshiro.lg.jp 

10



継 続 

２款－１項－１７目（地域活性化事業費） 

園芸施設団地整備事業 
平成３０年度事業費 

１８８，８４９千円 

新規就農者を確保し、園芸施設団地を整備します。 

本市の農業の基幹となる施設園芸

従事者の若返りを図り、産地を支え

る担い手農家の確保・育成と農業生

産基盤の整備を行い、収益力のある

農業の確立を目指します。 

具体的には、園芸施設団地の整備

を進め、「夏秋トマト」及び「ほう

れんそうの周年栽培」といった平坦

地とは違った地域の特色を活かした

品目と、比較的安定して高収益が見込める「いちご」を若者に魅力ある農業として

発信し、市内外からの新規就農者を確保し、定住人口の増加と雇用の確保及び産地

の維持・拡大を図っていきます。特に「周年ほうれんそう」の産地確立で、地域農

業の躍進を図ります。 

 

主な経費 

新規就農者確保対策業務委託料 ７，１６０千円 

新規就農者パートナーづくりイベント等開催業務委託料 １，３５０千円 

施設園芸団地整備事業補助金 １７８，０５０千円 

農業研修生住居費助成事業補助金 ４８０千円 

援農隊員育成事業補助金 ８６３千円 

担い手確保 PR資材作成費補助金 ６０千円 

その他事務経費 ８８６千円 

財源 

農山漁村振興交付金 １２５，５５０千円 

日本型直接支払推進交付金 ７２１千円 

生産体制・技術確立支援事業費補助金 ２６４千円 

経営体育成支援事業費補助金 ４０，０００千円 

みんなのまちづくり基金繰入金 ４，９０７千円 

市税等で負担する額 １７，４０７千円 

 

担当課：産業振興部 農業課 

電 話：０５３６－２３－７６３２ 

メールアドレス：noushin@city.shinshiro.lg.jp 
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継 続 

２款－１項－１７目（地域活性化事業費） 

グローバル人材育成事業 
平成３０年度事業費 

１１，６１０千円 

グローバル社会で活躍できる人材の育成を図ります。 

姉妹都市のスイス・ヌシャテ

ル市から若者議会経験者を国際

交流員として招致し、新城市若

者議会との連携を図ります。 

また、市内小・中学校や市民

向けの文化講座や英語講座を開

講し、国際理解や国際感覚を身

につける機会を増やすとともに、

１０月に開催するニューキャッ

スル会議に向け、市民が英語で議論に参加できるよう勉強会等も行います。 

さらに、高校生海外派遣事業をスイス・ヌシャテル市との相互交流へと発展させ、

派遣だけでなく受け入れも積極的に行うことでグローバル人材の育成に努めます。 

 

主な経費 

嘱託員報酬等 ２，４８６千円 

旅費 ９９５千円 

グローバル人材育成講座等業務委託料 ２，０００千円 

姉妹都市学生受入業務委託料 ３，５６８千円 

市内高校生海外派遣業務委託料 １，６５０千円 

その他事務経費 ９１１千円 

財源 

地方創生推進交付金 ２，７９５千円 

国際交流基金繰入金 ４，４０８千円 

みんなのまちづくり基金繰入金 ４，４０７千円 

 

 

担当課：企画部 企画政策課 アライアンス会議準備室 

電 話：０５３６－２３－７６９６ 

メールアドレス：newcastle@city.shinshiro.lg.jp 
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新 規 

２款－３項－１目（戸籍住民基本台帳費） 

コンビニ交付推進事業 
平成３０年度事業費 

２６，３１８千円 

住民票や戸籍のコンビニ交付を開始します。 

本市に住所や本籍がある方は、マイナンバーカ

ード（個人番号カード）の機能を利用して、閉庁

日や早朝夜間でも、全国の多機能端末機を設置し

たコンビニエンスストア等で、住民票の写し、戸

籍全部（個人）事項証明書、印鑑登録証明書、戸

籍の附票の写しの取得が可能になります。平成３

０年７月頃からの開始を予定しています。 

住民票の写し等の取得は、原則年中無休で、午

前６時３０分から午後１１時まで行えます。 

 

 

 

 

 

 

主な経費 

導入及び保守委託料 ２３，４８７千円 

負担金 ２，１８７千円 

手数料 ４７０千円 

その他事務経費 １７４千円 

財源 

市税等で負担する額 ２６，３１８千円 

 

 

担当課：市民環境部 市民課 

電 話：０５３６－２３－７６２８ 

メールアドレス：shimin@city.shinshiro.lg.jp 

13



 

新 規 

３款－２項－４目（介護保険事業費） 

介護保険事業（介護一般事務経費） 

（東三河広域連合への負担金等） 

平成３０年度事業費 

９１４，９８４千円 

東三河の介護保険者が一つになります。 

 平成３０年４月から、東三河８市町村（豊

橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・

設楽町・東栄町・豊根村）の介護保険者が

統合し、東三河広域連合が介護保険者にな

ります。 

 東三河広域連合では、介護保険者統合に

よる財政基盤の拡大や各種業務の共同処理

による効率化等、安定した介護サービスの

提供を図ります。 

 

 

 

主な経費 

東三河広域連合介護保険事業負担金 ７１０，９８４千円 

東三河広域連合介護保険事業拠出金 ２０４，０００千円 

財源 

市税等で負担する額 ９１４，９８４千円 

 

 

担当課：健康福祉部 福祉介護課 

電 話：０５３６－２３－７６８８ 

メーアドレス：fukushi-kaigo@city.shinshiro.lg.jp 
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新 規 

３款－２項－４目（介護保険事業費） 

介護保険事業 

（東三河広域連合からの受託事業等） 

 

平成３０年度事業費 

１６１，２８０千円 

介護保険の手続きはこれまでどおり市役所で。 

介護保険は、平成３０年度から東三河広域連合が保険者となりますが、介護保険の

相談や各種申請、被保険者証の再発行等は、今までどおり市役所の窓口で手続きがで

きます。 

また、市民の皆さんに身近なサービスは、東三河広域連合からの委託や補助等によ

り市が実施します。 

 

主な経費 

認定調査事業 ２５，４００千円 

総合事業（介護予防・生活支援サービス事業） ６，１９１千円 

総合事業（一般介護予防事業） １３，７１９千円 

包括的支援事業 ５６，７３１千円 

包括的支援事業（社保充実分） ２５，１３７千円 

任意事業（配食サービス事業等） ９，５０１千円 

情報通信支援事業 ２，６８０千円 

介護一般事務経費 

（東三河広域連合への負担金、拠出金を除く） 
２１，９２１千円 

財源 

東三河広域連合からの委託金 １３５，４９７千円 

東三河広域連合からの補助金 １７４千円 

利用者負担金等 ３５９千円 

市税等で負担する額 ２５，２５０千円 

 

 

担当課：健康福祉部 福祉介護課 

電 話：０５３６－２３－７６８８ 

メーアドレス：fukushi-kaigo@city.shinshiro.lg.jp 
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新 規 

３款－３項－６目（保育所費） 

保育所管理事業（基本保育料無償化） 
平成３０年度保育料減少額 

５５，９５８千円 

こども園における３歳以上児の平日の基本保育料を無償化します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な経費 

保育料減少額（一般財源影響額） ５５，９５８千円 

財源 

市税等で負担する額 ５５，９５８千円 

 

 

担当課：健康福祉部 こども未来課 

電 話：０５３６－２３－７６２２ 

メールアドレス：kodomo@city.shinshiro.lg.jp 

 

 

 

 

 

◎子ども達のために… 

家庭の経済状況等に影響されることな

く、全ての子どもが等しくこども園で良質

な幼児教育を享受できるようにします。 

 

◎子育て世代のために… 

 子育ての経済的負担を軽減することは、

子どもに向き合うゆとりを生み、親子のよ

り良い関係づくりにつながるとともに、子

育て世代にとって住みやすい、住み続けた

いまちになります。 

 

◎地域社会のために… 

子育ての経済的負担を軽減することは、

子育て世代の定住化対策や少子化対策とな

るだけでなく、地域の様々な活動の担い手

や企業の労働力の確保につながり、地域活

性化の原動力となります。 
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新 規 

４款－１項－９目（環境衛生費） 

エコイノベーション推進事業 

（環 境 地 域 創 造 事 業 ） 

平成３０年度事業費 

５，９２０千円 

「新城エネルギー公社」を設立し、 

エネルギーによる収益を地域のために活かします。 

持続可能な社会の構築には、環境・経済・社会的公正

がバランス良く成り立っていくことが不可欠です。 

平成２９年度に策定した「新城市エネルギービジョン」

では、「エネルギー自治で、みのりめぐるまちづくり」

をしていくと示しています。 

それを踏まえ、エネルギーの地産地消、地域内経済循

環の創出を目指して、「新城エネルギー公社」を設立し、

これまで市外に出ていたエネルギーに対する費用を市内

に回し、その収益を地域課題の解決のために活かす仕組

みの構築を目指します。 

このほか、中部環境先進５市（多治見市、安城市、掛川市、飯田市、新城市）連携

事業として、7 月 6 日に新城市を会場として「第９回中部環境先進 5 市サミット in

新城」を開催します。 

この中部環境先進 5 市は、平成２２年度からサミットやセミナー等を通して、市民

や職員の交流を深めています。 

 

主な経費 

中部環境先進５市サミット in新城開催経費 ２３４千円 

地域低炭素化推進事業体（新城エネルギー公社）設置支援業務委託料 ４，３２０千円 

地域低炭素化推進事業体（新城エネルギー公社）設置事務経費 ２８３千円 

その他事務経費 １，０８３千円 

財源 

市税等で負担する額 ５，９２０千円 

 

 

担当課：市民環境部 環境政策課 

電 話：０５３６－２３－７６９０ 

メールアドレス：e-seisaku@city.shinshiro.lg.jp 
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継 続 

４款－２項－２目（廃棄物収集処理費） 

資源集積センター整備事業 
平成３０年度事業費 

９１，７８８千円 

粗大ごみの受け入れ施設を整備します。 

資源集積センターへの搬入は年々増加していますが、粗大ごみについては鳥原埋立

処分場へ搬入することになっており、利用される方にとっては不便な状況となってい

ます。 

このため、利用者の利便性向上と作業の効率化を目的に、粗大ごみの受け入れが可

能な資源保管兼手選別施設を資源集積センター敷地内に建設します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な経費 

施工監理業務委託料 ３，５３２千円 

資源集積センター整備工事 ８８，２５６千円 

財源 

市債 ８７，１００千円 

市税等で負担する額 ４，６８８千円 

 

 

担当課：市民環境部 生活環境課 

電 話：０５３６－２３－７６２９ 

メールアドレス：clean-center@city.shinshiro.lg.jp 
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継 続 

４款－２項－４目（し尿処理費） 

し尿等下水道投入施設整備事業 
平成３０年度事業費 

８０５，９１０千円 

し尿等下水道投入施設を整備します。 

新城市清掃センターは、し尿処理施設と

して、昭和３７年１月の稼働から既に 5６

年が経過し、老朽化が進行しています。 

 このため、市内で発生するし尿等を継続

的に適正な処理が可能になるように、し尿

及び浄化槽汚泥を公共下水道に投入する施

設を整備します。 

 平成３１年４月の供用開始に向けて、引

き続き施設の建設と管路の布設工事を実施

します。 

 

主な経費 

施工監理業務委託料 ５，４００千円 

施設建設工事 ６１９，０７０千円 

管路布設工事 １８１，４４０千円 

財源 

市債 ７６５，６００千円 

市税等で負担する額 ４０，３１０千円 

 

 

担当課：市民環境部 生活環境課 

電 話：０５３６－２3－７６２９ 

メールアドレス：clean-center@city.shinshiro.lg.jp 
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継 続 

７款－１項－３目（観光振興費） 

桜淵公園再整備事業 
平成３０年度事業費 

２５７，１４３千円 

桜淵公園の新たな魅力づくりのため、再整備工事に着手します。 

市の主要観光地である桜淵公園をより魅力

ある公園とするため、再整備工事に着手しま

す。平成３０年度は、旧市民いこいのプール

を撤去し、幼児からお年寄りまで安心・安全

で快適に過ごせる大芝生広場の整備等を行い

ます。 

 

 

 

 

主な経費 

大芝生広場整備工事 １５５，０６７千円 

旧市民いこいのプール解体工事 ７４，８４８千円 

右岸再整備実施設計業務委託料 １９，７０１千円 

大芝生広場整備工事施工監理委託料 ７，５０８千円 

手数料 １９千円 

財源 

市債 ２４４，２００千円 

市税等で負担する額 １２，９４３千円 

 

 

担当課：産業振興部 観光課 

電 話：０５３６－３２－０５１６ 

メールアドレス：hri-kankou@city.shinshiro.lg.jp 
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新 規 

７款－１項－３目（観光振興費） 

湯谷温泉街配湯設備整備事業 
平成３０年度事業費 

１０４，９９２千円 

湯谷温泉配湯設備を更新し、安定した配湯に取り組みます。 

湯谷温泉は、市内唯一の温泉街として年間

を通して多くの観光客が訪れています。平成

３０年度は、湯谷温泉の老朽化した温泉配湯

施設を更新し、温泉街の生命線である温泉の

安定した供給に取り組みます。 

なお、配湯設備には、これまでの重油ボイ

ラーに加え、木質バイオマスエネルギーであ

る薪ボイラーを導入します。 

 

主な経費 

配湯所ボイラー更新実施設計業務委託料 ３，７８９千円 

配湯所ボイラー更新工事施工監理業務委託料 ８，６００千円 

重油ボイラー更新工事 ２８，９２２千円 

木質バイオマスボイラー設置工事 ３７，７６１千円 

ボイラー室・薪保管室建築工事 ２２，２４８千円 

薪ストックヤード建設工事 ３，６７２千円 

財源 

次世代林業基盤づくり事業補助金 ３１，８４０千円 

市債 ７３，１００千円 

市税等で負担する額 ５２千円 

 

 

担当課：産業振興部 観光課 

電 話：０５３６－３２－０５１６ 

メールアドレス：hri-kankou@city.shinshiro.lg.jp 
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新 規 

８款－１項－２目（高規格道路対策費） 

スマ－トインタ－建設推進事業 
平成３０年度事業費 

１１，０１６千円 

スマ－トインタ－設置に向けて調査・検討を行います。 

東名高速道路への新たなスマートインターの設置実現に向けて、豊橋市と協力し、

調査・検討を行います。 

スマートインターの設置により、「市民の利便性の向上」「地域経済の活性化」「物

流の効率化」等に寄与するとともに、災害時の「安全・安心」の確保を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマ－トインタ－チェンジ 

 

 

主な経費 

旅費 １６千円 

負担金 １１，０００千円 

財源 

市税等で負担する額 １１，０１６千円 

 

 

担当課：建設部 土木課 

電 話：０５３６－２３－７６３８ 

 メールアドレス：doboku@city.shinshiro.lg.jp 
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新 規 

８款－４項－１目（都市計画総務費） 

新城駅エレベーター等設置事業 
平成３０年度事業費 

３，９０８千円 

新城駅のこ線橋架け替えのための基本設計費用を負担します。 

新城駅構内のこ線橋を屋根付きこ線橋

に架け替えるとともに、エレベーターを

設置します。 

平成３０年度は、ＪＲ東海が実施する

基本設計について、協定に基づき設計費

用を負担します。 

 

 

 

 

 

主な経費 

負担金 ３，８８８千円 

その他事務経費 ２０千円 

財源 

市税等で負担する額 ３，９０８千円 

 

 

担当課：建設部 都市計画課 

電 話：０５３６－２３－７６４０ 

メールアドレス：toshi@city.shinshiro.lg.jp 
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継 続 

８款－４項－１目（都市計画総務費） 

新城駅南地区整備事業 
平成３０年度事業費 

３５３，１６０千円 

新城駅の利便性向上を図るための整備を行います。 

朝夕の通勤通学時の混雑の解消や、歩

行者の安全を確保するため、新城駅前広

場を暫定的に整備します。 

平成３０年度は、新城駅前広場の用地

買収及び物件補償、市道町並宮ノ西線の

拡幅工事及び駐輪場整備工事を行います。 

 

 

 

 

 

主な経費 

物件調査再算定業務委託料 ２，７００千円 

嘱託登記事務業務委託料 ２００千円 

市道拡幅工事 １５，１５７千円 

駐輪場整備工事 ２７，０１４千円 

公有財産購入費 １３２，７５４千円 

物件補償費 １７５，２６５千円 

その他事務経費 ７０千円 

財源 

市債 ３３２，６００千円 

市税等で負担する額 ２０，５６０千円 

 

 

担当課：建設部 都市計画課 

電 話：０５３６－２３－７６４０ 

メールアドレス：toshi@city.shinshiro.lg.jp 
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新 規 

１０款－３項－３目（学校施設整備費） 

東郷中学校屋内運動場改築事業 
平成３０年度事業費 

２７，３９２千円 

老朽化した屋内運動場の改築に向け、実施設計を行います。 

築３５年が経過し、雨漏りを始め床等の老

朽化が著しい屋内運動場について、現在の場

所での建て替えを予定しています。 

平成３０年度は、改築に向けた実施設計を

行います。 

 

 

 

 

 

主な経費 

手数料 ２９２千円 

実施設計業務委託料 ２７，１００千円 

財源 

市債 ２５，７００千円 

市税等で負担する額 １，６９２千円 

 

 

担当課：教育部 教育総務課 

電 話：０５３６－３２－０６４５ 

メールアドレス：shinky@city.shinshiro.lg.jp 
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継 続 

１０款－４項－３目（文化財保護費） 

ジオパーク構想推進事業 
平成３０年度事業費 

３，２６７千円 

日本ジオパーク認定に向けて、東三河ジオパーク構想を推進します。 

市内や東三河地方の地質遺産をめぐ

り、大地と人とのかかわりを体験する

ジオツアーを開催します。 

また、平成３２年に東三河ジオパー

クとしての認定を受けることを目標に

して、日本ジオパークネットワークが

行う各種事業に参加し、情報発信や情

報収集を行うとともに、拠点施設とな

る鳳来寺山自然科学博物館の展示の充

実を図ります。 

 

主な経費 

報償費 ３８千円 

旅費 ５７１千円 

需用費 ５５千円 

ジオツアー委託料 ２２３千円 

展示パネル作成業務委託料 ２，０００千円 

使用料 ８千円 

負担金 ３７２千円 

財源 

地方創生推進交付金 １，１６２千円 

みんなのまちづくり基金繰入金 ５８１千円 

市税等で負担する額 １，５２４千円 

 

 

担当課：教育部 生涯共育課（鳳来寺山自然科学博物館） 

電 話：０５３６－３５－１００１ 

メールアドレス：hri-hakubutukan1@city.shinshiro.lg.jp 
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新 規 

１０款－４項－３目（文化財保護費） 

湿地サミット開催事業 
平成３０年度事業費 

４３２千円 

湿地サミットを開催し、新城市の湿地、湿原の保全と活用を図ります。 

第２７回湿地サミットを、作手地区を会場に開催します。サミットでは、湿地の保

全保護をテーマに意見交換や情報交換を行います。また、このサミットを通じ、本市

の魅力を発信して誘客に繋げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な経費 

報償費 １８千円 

旅費 ４千円 

需用費 １００千円 

役務費 ５千円 

シャトルバス運行委託料 ２７０千円 

原材料費 ３５千円 

財源 

市税等で負担する額 ４３２千円 

 

 

担当課：教育部 生涯共育課（鳳来寺山自然科学博物館） 

電 話：０５３６－３５－１００１ 

メールアドレス：hri-hakubutukan1@city.shinshiro.lg.jp 
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